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ベストプラクティス企業を局長が訪問します 

～働き方改革の取組の好事例を収集 ～ 

 

 静岡労働局（局長 石丸
いしまる

 哲
てつ

治
はる

）は「過重労働解消キャンペーン」の取組の一環と

して、時間外労働の削減をはじめとした働き方改革に積極的に取り組んでいる企業を局

長が訪問し、職場内の視察や意見交換を実施いたします。 

 具体的な取組内容などは好事例として取りまとめ、他の企業でも取り組んでいただけ

るよう、後日、広報することとしています。 

【訪問概要】 

 

１ 日時 

  令和４年 11 月４日（金） 13 時 30 分 ～ 14 時 30 分メド 

 

２ 訪問先 

   社会福祉法人 美
み

芳会
よしかい

 特別養護老人ホーム風の杜 様 

    所在地：富士市原田 2030-１ 

    主要事業内容：特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、ショートステイ、 

           デイサービス施設の運営など 

    注目ポイント 

     ・年次有給休暇の取得促進、ノー残業デーの設定、両立支援などの取組（別 

      添の「静岡労働局だより」（令和４年３月号）を参照してください。） 

    ・面談制度の導入 

     上司・部下が目標シートに基づき業務の課題などについて月に 1度面談する

制度です。 

    ・職員満足度調査の取組 

           毎年度職員満足度調査を行い、改善状況を把握し、以降の取組の参考情報 

としています。 

 

令和４年10月 27日 

【照会先】 

静岡労働局 労働基準部 監督課 

監 督 課 長    松本政浩 

主任監察監督官    森 正樹 

 (電話) 054(254)6352 

静岡労働局 



３ 取材のお願い 

   県内の企業に幅広く事例を紹介するため、訪問の様子等を取材いただけると幸い

です。 

   取材をいただける場合は、11 月２日（水）までに照会先（054-254-6352）まで

ご連絡をお願いします。 

 

４ その他 

  訪問先の(問い合わせ)担当者 

  社会福祉法人 美
み

芳会
よしかい

 養護老人ホームするが荘施設長 大塚
おおつか

渉
しょう

爾
じ

 

             電話 0545-23-1255 
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